
     

 

 

 

 

 

 

 

記者発表資料２枚 

 令 和 ５ 年 ３ 月 １ ４ 日 

桑 折 町 

福島県県北建設事務所 

 

桑折町道１０７号昭和大橋が再開通します。 
 

地震により被災し、全面通行止めをしていた桑折町道１０７号の昭和大橋について、

３月３１日(金)１０時から再開通しますのでお知らせします。 

 

 

 

桑折町道１０７号の昭和大橋（延長：２９１．１ｍ）については、令和３年２月１３

日及び令和４年３月１６日と２年続けて発生した震度６弱の地震により被災したことか

ら、約２年間の全面通行止めを余儀なくされました。 

令和４年地震による再度の被災を受け、復旧に向けた緊急性や再度災害防止の観点に

たった高度な技術力を必要とすることから、全国初となる県の権限代行により復旧工事

を進めてきました。 

この度、橋梁本体及び橋げたを支える部材（３基）の復旧工事が進捗し、交通開放が 

可能となる見通しとなりましたので、下記のとおり再開通します。 

なお、再開通後も地震に強い橋とするための工事を継続して施工しますので、引き続

き御理解と御協力をお願いします。 

 

記 

令和５年３月３１日（金）１０時 再開通 

町道１０７号 昭和大橋（別紙１） 

延長：２９１．１ｍ 

幅員：１０．８ｍ（車線３．５ｍ＋歩道１．５ｍ＋歩道０．４ｍの２車線） 

構造：３径間連続トラス＋２径間連続トラス 

 

 

 

【問い合わせ先】 

  福島県県北建設事務所 【災害復旧工事に関する内容はこちらまで】 

（担当者）企画管理部 主幹兼企画管理部長 佐藤 岳晴 

電話 024-521-2509   FAX024-521-2848 

桑    折    町 

（担当者）建設水道課 課長補佐 石幡 浩一 

電話 024-582-2127   FAX024-582-2479 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

N 

昭和大橋 

出典：電子地形図（国土地理院）を加工して作成 


